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議 会 運 営 委 員 会 記 録 

 

１．会議日時 

  令和７年１１月２８日（金）午前１０時    開会 

               午前１０時４７分 閉会 

 

１．場所 

  第一委員会室 

 

１．出席委員 

  委 員 長 村 上 英 明 副委員長 光 好 博 幸  委  員 安 藤  薫 

  委  員 大 川 ゆ り 委  員 峰松由紀子   

  議  長 南 野 直 司  副 議 長 松 本 曉 彦 

  議  員 長 田 知 樹  議  員 中 川 嘉 彦 

   

１．欠席委員 

  なし 

 

１．出席した議会事務局職員 

  事務局長 荒 井 陽 子  事務局次長 森 口 雅 志   

事務局次長代理 香 山 叔 彦  事務局副主査 杉 本 晃 司 

 

１．案件 

令和７年第４回定例会審議日程及び議事日程について 

認定第１号 令和６年度摂津市一般会計歳入歳出決算認定の件所管分について 

協議事項について 
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（午前１０時 開会） 

○村上英明委員長 ただいまから議会運

営委員会を開会します。 

 本日の委員会記録署名委員は、光好委員

を指名します。 

 まず、理事者から挨拶を受けることにし

ます。 

 山本副市長。 

○山本副市長 本日はお忙しいところ、議

会運営委員会を御開催いただきまして誠

にありがとうございます。 

 来る１２月３日から開会されます、令和

７年第４回摂津市議会定例会におきまし

て、予算案件といたしまして５件、条例案

件といたしまして４件、その他案件といた

しまして２件、計１１件を提出させていた

だきます。 

 それぞれの案件の概要につきましては、

この後、総務部長から御説明をさせていた

だきますので、よろしくお取り計らいのほ

どお願い申し上げます。 

○村上英明委員長 挨拶が終わりました。 

 それでは、第４回定例会の提出議案につ

いて概略説明をお願いします。 

 総務部長。 

○石原総務部長 それでは、令和７年第４

回市議会定例会提出案件の概略説明をさ

せていただきます。 

 まず初めに、議案第６０号は令和７年度

摂津市一般会計補正予算（第４号）でござ

います。本件は、現計予算額５２０億７,

３９７万円に補正額３，４５９万５，００

０円を追加し、補正後予算額を５２１億８

５６万５，０００円とするものでございま

す。 

 その内容は、歳入で、学校施設環境改善

交付金、タブレット端末売却による物品売

払収入、市債などを計上するほか、補正財

源の調整として財政調整基金繰入金を減

額いたしております。 

 歳出では、人事異動に伴う人件費の補正

のほか、Ｊ－ＡＬＥＲＴ更新委託料、小学

校外壁及び屋上防水改修工事などを計上

いたしております。 

 また、継続費では、千里丘駅東口再整備

事業を設定しております。 

 繰越明許費の補正では、千里丘駅西地区

再開発事業ほか３事業を追加しておりま

す。 

 債務負担行為の補正では、職員定期健康

診断事業ほか６事業を追加し、図書館シス

テム更新事業を変更しております。 

 地方債の補正では、情報収集伝達体制整

備事業及び小学校外壁等改修事業を変更

いたしております。 

 次に、議案第６１号は、令和７年度摂津

市水道事業会計補正予算（第２号）でござ

います。 

 本件は、収益的収入におきまして、現計

予算額２１億７，６７８万３，０００円か

ら補正額５，１２７万２，０００円を減額

し、補正後予算額を２１億２，５５１万１，

０００円、収益的支出におきまして、現計

予算額２０億８，９６６万９，０００円か

ら補正額７，２２２万５，０００円を減額

し、補正後予算額を２０億１，７４４万４，

０００円とするものでございます。 

 また、資本的収入におきましては、現計

予算額３億５，３１５万円に補正額３６６

万６，０００円を追加し、補正後予算額を

３億５，６８１万６，０００円、資本的支

出におきましては、現計予算額１１億９，

８１３万２，０００円に補正額１，６３７

万円を追加し、補正後予算額を１２億１，

４５０万２，０００円とするものでござい

ます。 
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 その内容は、人事異動に伴う人件費の補

正、令和６年度決算に伴う補正、管路更新

計画策定業務委託料等を計上いたしてお

ります。 

 債務負担行為の補正では、給配水管維持

管理事業ほか５事業を追加しております。 

 次に、議案第６２号は令和７年度摂津市

下水道事業会計補正予算（第２号）でござ

います。 

 本件は、収益的収入におきまして、現金

予算額３８億７，７９６万６，０００円か

ら補正額１，９１６万円を減額し、補正後

予算額を３８億５，８８０万６，０００円、

収益的支出におきまして、現計予算額３７

億６，５５２万８，０００円から補正額２，

８６０万３，０００円を減額し、補正後予

算額を３７億３，６９２万５，０００円と

するものでございます。 

 また、資本的支出におきましては、現計

予算額２５億５，０７７万９，０００円か

ら補正額１，３１１万５，０００円を減額

し、補正後予算額を２５億３，７６６万４，

０００円とするものでございます。 

 その内容は、人事異動に伴う人件費の補

正、令和６年度決算に伴う補正などを計上

いたしております。 

 債務負担行為の補正では公共下水道管

理事業ほか５事業を追加しております。 

 次に、議案第６３号は令和７年度摂津市

国民健康保険特別会計補正予算（第１号）

でございます。 

 本件は現計予算額８８億７，５０３万６，

０００円から、補正額５８９万２，０００

円を減額し、補正後予算額を８８億６，９

１４万４，０００円とするものでございま

す。 

 その内容は、人事異動に伴う人件費の補

正を計上いたしております。 

 次に、議案第６４号は令和７年度摂津市

介護保険特別会計補正予算（第２号）でご

ざいます。 

 本件は、現計予算額８２億４，２３０万

５，０００円から補正額１２９万８，００

０円を減額し、補正後予算額を８２億４，

１００万７，０００円とするものでござい

ます。 

 その内容は、歳入で人事異動に伴う国庫

支出金や一般会計繰入金の減額のほか、介

護保険システム改修補助金などを計上い

たしております。歳出では、人事異動に伴

う人件費の補正のほか、税制改正等に伴う

介護保険システム改修委託料を計上いた

しております。 

 続きまして、議案第６５号は督促手数料

を廃止するための関係条例の整備に関す

る条例制定の件でございます。 

 本件は督促手数料を廃止するとともに、

関係する条例９本について所要の整備を

行うものでございます。 

 その内容は関係する条例９本の督促手

数料に関わる条文を削除するものでござ

います。なお、施行日は令和８年４月１日

といたしております。 

 次に、議案第６６号は摂津市特定乳児等

通園支援事業の運営に関する基準を定め

る条例の制定の件でございます。 

 本件は、子ども・子育て支援法の改正に

伴い、特定乳児等通園支援事業、通称こど

も誰でも通園制度の実施について、運営に

関する基準を定めるものでございます。 

 その主な内容は、利用定員に関する基準

や利用時の面談、利用料、運営についての

重要事項に関する規定など、運営に関する

基準などでございます。なお、施行日は令

和８年４月１日といたしております。 

 次に、議案第６７号は摂津市立学童保育
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室条例の一部を改正する条例制定の件で

ございます。 

 本件は、鳥飼小学校及び鳥飼東小学校の

統合に伴い、学童保育室を統合するため、

所要の改正を行うものでございます。 

 その内容は、鳥飼東学童保育室の規定を

削除するものでございます。なお、施行日

は令和８年４月１日といたしております。 

 次に、議案第６８号は、摂津市火災予防

条例の一部を改正する条例制定の件でご

ざいます。 

 本件は、火災に関する警報の発令中にお

ける火の使用の制限及び火災と紛らわし

い煙等を発するおそれのある行為等の届

出の見直しを行うため、所要の改正を行う

ものでございます。 

 その主な内容は、火災に関する警報の発

令中における屋内での裸火の使用に係る

制限について、一般的な住宅等における火

を使用する設備・器具の従前からの変化等

を踏まえ、規定の削除を行うものでござい

ます。なお、施行日は令和８年１月１日と

いたしております。 

 続きまして、議案第６９号は指定管理者

指定の件、摂津市立第２児童センターでご

ざいます。 

 本件は、摂津市立第２児童センターの指

定管理者を指定することについて、地方自

治法第２４４条の２第６項の規定により

議会の議決を求めるものでございます。 

 指定する団体でございますが、摂津市桜

町二丁目１番７号、社会福祉法人摂津宥和

会、理事長、松嶋桂子で、指定の期間は令

和８年４月１日から令和１１年３月３１

日まででございます。 

 最後に、議案第７０号は、財産の処分の

件でございます。 

 本件は物品を処分することについて議

会の議決に付すべき契約及び財産の取得

又は処分に関する条例第３条の規定によ

り、議会の議決を求めるものでございます。 

 処分する物品でございますが、ＧＩＧＡ

スクール端末ｉＰａｄ第７世代で、契約方

法は随意契約、金額は６，１８３万７，４

９０円でございます。 

 契約の相手方は、愛知県大府市柊山町三

丁目３３番地、リネットジャパンリサイク

ル株式会社、代表者、黒田武志でございま

す。 

 以上、令和７年第４回定例会提出案件の

概略説明とさせていただきます。 

○村上英明委員長 説明が終わりました。 

 この際、何か質問があればお受けをいた

します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○村上英明委員長 質問がないようです

ので理事者の皆様は退席いただいて結構

です。 

 暫時休憩します。 

（午前１０時１３分 休憩） 

（午前１０時１４分 再開） 

○村上英明委員長 再開します。 

 それでは、認定第１号、令和６年度摂津

市一般会計歳入歳出決算認定の件所管分

について審査を行います。 

 補足説明を求めます。荒井局長。 

○荒井議会事務局長 認定第１号、令和６

年度摂津市一般会計歳入歳出決算のうち

議会事務局に係ります部分について補足

説明をさせていただきます。 

 まず、歳入でございます。決算書の６４

ページ、款２０諸収入、項４雑入、目２雑

入、節１雑収入は、議会事務局分として、

私用電話使用料は、議員一同名で電報発信

した際の実費分及び電子複写機使用料は

各会派及び無所属議員が使用されました
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コピー代でございます。 

 なお、庁内のコピー機については財政課

が一括してリース契約しておりますが、令

和６年度からの５年間、電子複写機使用料

が変更となりました。それに伴い、コピー

代の単価が１円増額となっております。 

 次に、歳出でございます。 

 決算書の７４ページから７７ページ、款

１議会費、項１議会費、目１議会費、節１

報酬のうち、議員報酬は令和６年９月に３

名が自動失職されたことに伴い、減額とな

りました。会計年度任用職員報酬は、議会

秘書業務嘱託員２名及び自動車運転嘱託

員１名を含めた３名分の報酬でございま

す。 

 節４共済費のうち、議員共済給付費負担

金は、共済給付金の給付に要する費用を各

地方公共団体で負担する負担金及び議員

共済事務費負担金は、市議会議員共済会に

支払う事務負担金でございます。 

 節７報償費は、政務活動費の検査に係る

検査員への謝礼として支払った報償金で

ございます。 

 節８旅費のうち、費用弁償は委員会の行

政視察や議長等の出張に係る旅費などで

あり、普通旅費は事務局職員の出張の旅費

でございます。 

 節９交際費は議長公務に伴います会費

等でございます。 

 節１０需用費のうち、消耗品は官報をは

じめ専門誌や新聞代、定期購読の機関紙、

またコピー用紙やプリンタートナーなど

に要した経費でございます。印刷製本費は

定例会ごとに発行しています議会だより

の作成・印刷に係る経費などでございます。 

 節１１役務費のうち、通信運搬費は事務

局で使用しております携帯電話の通話料、

筆耕翻訳料は本会議での速記並びに委員

会・協議会等における音声の反訳に係る経

費でございます。 

 節１２委託料のうち、会議録検索システ

ムデータ更新等委託料は、ホームページで

運用しています定例会や各委員会の会議

録検索システムのデータ更新に係る経費

でございます。議会映像配信委託料は、市

議会ホームページから本会議の様子をラ

イブ配信及び録画配信で視聴することが

できる映像配信システムの運営管理業務

委託料に係る経費でございます。議会だよ

り全戸配布業務委託料は、議会だよりの全

戸配布に係る経費でございます。 

 節１３使用料及び賃借料は、事務局執務

室内の電子複写機レンタル料等でござい

ます。 

 節１８負担金、補助及び交付金のうち政

務活動費につきましては、議員１人当たり

月３万円で、四半期ごとに交付し、残余金

については返還いただいております。 

 最後に全国市議会議長会をはじめ各団

体の負担金につきましては、均等割並びに

人口割にて算出した負担金を支払ってお

ります。なお、北摂市議会議長会負担金に

つきましては、令和６年度から管外視察が

休止となったため減額となりました。 

 以上、決算内容の補足説明とさせていた

だきます。 

○村上英明委員長 説明が終わり、質疑に

入ります。 

 峰松委員。 

○峰松由紀子委員 事務局の方の人数は

足りているのかどうか、御質問させていた

だきます。 

○村上英明委員長 森口局次長。 

○森口事務局次長 事務局の人員につい

て御答弁申し上げます。 

 現在、事務局員は、会計年度任用職員が
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２名、私と局長を除いた正規職員が３名、

計７名体制で行っております。 

 業務の内容は、繁忙期・閑散期によって

平準化できませんので、非常に時間外が増

える時期もございます。特に今年度、昨年

度につきましては、通常の９月議会が市長

選や市議選によって１０月議会にずれ、第

３回定例会、決算審査に係る委員会、第４

回定例会と、１０月、１１月、１２月と３

か月連続でタイトなスケジュールが続き

ますので、まさに現在、事務局の職員は非

常に負担がかかっている状況にございま

す。 

 ただし、それは一過性のものでございま

して、１年を通しますとこの人員で足りる

と考えております。 

 以上でございます。 

○村上英明委員長 峰松委員。 

○峰松由紀子委員 今のままで大丈夫と

いうことを確認できましたので、よかった

と思います。ありがとうございます。 

○村上英明委員長 ほか、ございますでし

ょうか。 

 安藤委員。 

○安藤薫委員 ２点お聞きしたいです。 

 節３職員手当等の時間外勤務手当につ

いてです。 

 前年の決算額よりも５０万円ほど低い

当初予算を組んでおられて、途中、補正で

３万円増額をされて、最終的には休日勤務

手当から９万７，７１２円流用されて、決

算額が１１５万５，７１２円になっており

ますが、当初予算と流用せざるを得なかっ

た部分について、事情があれば教えていた

だきたいのが１点です。 

 節１２委託料の議会映像配信委託料に

ついてです。 

 前年度と比べて１６万８，９５０円が増

額されています。契約内容が変わっている

のかと思うのですけれども、事情を御説明

していただきたいと思います。 

 以上、２点でお願いします。 

○村上英明委員長 答弁を求めます。 

 森口局次長。 

○森口事務局次長 まず休日勤務手当に

ついてでございます。休日というのは祝日

のことを指すのですけれども、１年間でこ

れぐらいの出勤が必要だというところを

見越して予算を計上しております。実際に

休日に出勤するのは、主に議長がイベント

に出られる際の職員の随行でございます。

ただ、運転手も一緒に行っておりますので、

運転手で十分対応ができる場合は職員の

随行を簡略化している状況にございます。

そのため、休日勤務手当が当初の見込みよ

りも少なく済んだということで、ここから

時間外勤務手当に流用させていただいた

形になります。 

 次に、時間外勤務手当について、流用が

必要となった状況ですけれども、令和６年

度は市長選がございまして、その結果、先

ほども申し上げましたように、１０月、１

１月、１２月は非常にタイトなスケジュー

ルで動いておりました。かつ、職員の異動

もございまして、なかなか１年目の職員、

２年目の職員はまだ不慣れなところもご

ざいましたので、見込んでいたよりも時間

外勤務が増えた。そのために流用させてい

ただいたという形になります。 

 もう１点、議会映像配信委託料で、前年

度から決算額が１６万円ほど増額してい

ることでございます。 

神戸綜合速記株式会社に特命随契をさ

せていただいておりますが、物価高騰もご

ざいまして、契約金額が令和５年度から令

和６年度にかけて１６万円ほど増加をし
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たものでございます。 

 以上です。 

○村上英明委員長 安藤委員。 

○安藤薫委員 人件費は、基本的には総務

建設常任委員会の所管でありますので、あ

まり触れられないのですけれど、先ほど峰

松委員からもありましたように、議会事務

局の人員体制については、金額というより

も、事務が集中することによって職員の負

担が大きくなるということが心配された

のでお聞きしました。 

 職員が業務に慣れれば人員は足りてい

るということではありますけれども、一時

的にでも集中することによって、何日間も

連続して、もしくは１か月、２か月連続し

て過労死ラインの時間外勤務になるとい

うようなことについては避けなければい

けないことだと理解しております。 

 その点はまたよく見ていただくのと、

我々が議会活動をすることがそのまま事

務局職員の負担になってくることもある

ので、議会議員のほうもいろいろな協力を

しなければいけないことがあれば、率直に

言っていただきながら、かといって経費削

減のために議論を中途半端にさせるわけ

にはいかないということでありますので、

よくコミュニケーションを取りながらや

っていくことが大事かなと思っておりま

す。 

 時間外勤務時間等、よく管理をしていら

っしゃるかと思いますが、よろしくお願い

したいと思います。 

 次にもう一点追加の質問ですが、先ほど

の報償金の部分で、政務活動費等の、いろ

いろな法律的な相談などについて、弁護士

等にお聞きしていることの報償金だとい

う御説明だったかと思うのですけれども、

何人の弁護士もしくは公認会計士の方に

お願いしていて、大体どのぐらいの稼働で

やっていただいているのか。随時相談があ

るときにその都度お聞きしているのか、定

期的に来ていただいてやっていただいて

いるのかということを聞いておきたいと

思います。 

 それから、議会映像配信委託料について

は、委託業者の様々な経費増ということで、

契約金額が変わったということだと思い

ます。 

 令和７年度は、一般質問のときに補助資

料を映像で流すことも新たに実施されて

いるのですが、委託料に影響して増えてい

るのかどうなのかお聞きしたいです。 

 それと、これは予算の範囲の中ですので

やれることは限られてくるかと思います

が、議会運営委員会でも以前から議論され

ているかと思いますが、他市の議会の状況

をみるとネット中継等を委員会でも行っ

ています。本会議でも委員会の映像配信を

やるとか、もしくは本会議のライブ中継を

見逃した際の見逃し録画を見る際に、録画

がアップされるまでの間を短くはしてい

ただいたけれども九日という間が空いて

しまうという点についてもう少し改善で

きないかお考えを聞かせていただきたい

です。 

 費用がどのぐらいかかるのか、また、議

会として、議会論戦をより多くの皆さんに

リアルタイムだけでなく、すぐにアーカイ

ブとして市民の皆さんに提供できるよう

に、広報広聴という意味合いでも充実を図

らなければいけない点でもあるので、もし

調べておられるようでしたらお聞かせい

ただきたい。 

○村上英明委員長 答弁を求めます。 

 森口局次長。 

○森口事務局次長 まず報償費のところ
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でございますが、弁護士と公認会計士がそ

れぞれ１名ずつの２名分となっておりま

す。検査をしていただくのは基本的には年

に１回ずつですが、今年は改選がございま

したので年２回行っております。 

 それ以外に必要なことが出てきました

ら、その都度、御相談をさせていただく形

になっております。 

 続きまして、映像配信でございます。 

 今、本会議だけ映像配信をしております

が、委員会の映像配信も行っている自治体

があるということは、我々も認識はしてお

ります。 

 実施するにはネット環境を整える必要

がございまして、今後、もし実際に中継を

していく場合は、また議員の皆さんと細か

なところを詰めていって、いろいろなルー

ルづくり等をしていかないといけないと

思っておりますので、今後の課題として協

議をしていただければと思っております。 

 あと、本会議の録画中継の配信までの期

間ですけれども、従来は１０日間を要して

おりましたが、以前から、早くならないか

ということで皆さんから御意見をいただ

いておりましたので、業者と交渉した上で

精査した結果、現在、１日短縮して九日後

に配信をしておる状況でございます。 

 これをさらに短くということは非常に

難しいと思っております。本会議終了後３

営業日程度は業者側で編集作業を行って

いただいております。その後に、事務局に

て編集内容を確認・修正等をしておりまし

て、再度、編集依頼を業者に行うと。そう

いったラリーが、多ければ二、三回続く場

合がございます。また、質問等、議員が映

像に映っているときに、後方の傍聴席に一

般の方がいらっしゃった場合、その傍聴人

をマスキングで消す作業等を行い、そのチ

ェック等も必要でございますので、実際、

これ以上の短縮は非常に難しいと思って

おります。 

 議会映像配信は、事務局単独で作業を行

っているわけではございません。事務局と

業者との間で編集作業のラリーを行って

おりますので、事務局の人員が仮に増えた

としてもこの短縮は難しいと思っており

ます。 

 また、補助資料投影につきましては、今

年の第２回定例会から実施をしておりま

すけれども、費用は発生しておりません。 

 以上でございます。 

○村上英明委員長 安藤委員。 

○安藤薫委員 報償金ですけれども、基本

的に年に１回今年は年２回弁護士と公認

会計士が来て、いろいろ法的なこと、もし

くは政務活動費の使い方について問題は

ないかというチェックをされているとい

うことであります。 

 我々もよく市議会報告のビラを作った

り、もしくはホームページ等を議会報告と

して出しますけれども、あくまで政務活動

費は議会の会派の活動だということで、政

治活動であるとか、仮に問題であると、今

度は政務活動費と自費の案分等を考えな

ければいけない場合など、恐らく弁護士さ

ん、公認会計士さんのほうでいろいろな例

も御存じだということで、こういった第三

者機関として意見を聞いているというこ

とでありますので、随時、急遽聞きたいこ

とがあった場合は電話等で確認すること

が可能なのか確認させてください。 

 それと、議会映像配信については何度も

提案もさせていただいたり、議論もしてい

ただいていることだと思いますし、傍聴席

が映り込むということも、ほかの議会と比

べて傍聴席がかなり低い位置にあり、物理
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的な条件もあるのかなと思いますけれど

も、いろいろな自治体ですぐ配信されてい

るという状況を見ますと、やはりできるだ

け早く議会の状況をお知らせしたいと思

います。特に関心があっても、傍聴に行け

なかったり、ライブ配信を時間帯的には見

れない方ができるだけ早く見たいと思わ

れるかと思います。 

 当初、映像配信の導入前には音声ですぐ

アップしていただいていたものですから、

やり取りを傍聴できなくてもやり取りを

確認することができましたが、今、本会議

は映像配信があることから、委員会では努

力していただいているかと思うのですけ

れど、本会議については音声でアップは、

やっていらっしゃらないと思います。 

 だから音声がないし、映像配信まで１週

間以上かかっているということで言うと、

一番関心のある市民の皆さんが聞きたい

タイミングは、議会が終わった後の１週間

ぐらいが多いと理解をしております。ぜひ

事業者を含めて研究もしていただきたい

ということはお願いしておきたいですし、

議会としてもこの映像について、今は議会

そのものに著作権等があって、個々人の議

員が運用しないという取決めにはなって

いるかと思いますが、その点についても柔

軟に運用ができて、それぞれの議員が議員

活動としても活用できるようにする議論

を、ぜひ今後できたらいいのではないかと

いうことは、議運の委員長にお願いをして

おきたいと思います。 

 以上です。 

○村上英明委員長 答弁を求めます。 

 森口局次長。 

○森口事務局次長 報償金のところでご

ざいます。 

 予算計上している部分については、先ほ

ど申し上げたように年１回実際に来て検

査していただく分とは別に、相談料として

計上しておりますので、急遽の案件が出て

きた場合にはその必要性に応じて御相談

させていただくことは可能でございます。 

 以上でございます。 

○村上英明委員長 では、先ほど安藤委員

からございました本会議場での映像デー

タの活用という面につきましては、今後検

討させていただきたいと思いますのでよ

ろしくお願いいたします。 

 ほか、ございますでしょうか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○村上英明委員長 以上で質疑を終わり

ます。 

 討論に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○村上英明委員長 討論なしと認め、採決

します。認定第１号所管分について、認定

することに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○村上英明委員長 全員賛成。 

 よって本件は認定すべきものと決定し

ました。 

 暫時休憩します。 

（午前１０時４０分 休憩） 

（午前１０時４３分 再開） 

○村上英明委員長 議会運営委員会を再

開します。 

 それでは、第４回定例会の審議日程及び

議事日程について、事務局から説明をお願

いします。 

 杉本副主査。 

○杉本事務局副主査 第４回定例会の審

議日程等の事務局案について、お手元の資

料に基づき説明いたします。 

 まず、１ページ目の審議日程につきまし

て、会期は１２月３日から１２月１９日ま
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での１７日間でございます。 

 １２月３日は午前９時から一般質問の

届出受付開始でございます。午前１０時か

ら、閉会中の継続審査となっていました案

件の委員長報告、採決そして付託案件につ

いての提案理由の説明、質疑、委員会付託

でございます。また、この日の午後５時１

５分が議会議案の届出締切りでございま

す。 

 １２月４日が文教上下水道及び民生常

任委員会、５日が総務建設常任委員会と常

任委員会予備日、正午が一般質問の届出締

切りでございます。 

 ８日が常任委員会予備日、９日が駅前等

再開発特別委員会でございます。 

 １１日が一般質問時に投影する補助資

料の提出締切り、１６日が議会運営委員会、

１７日が議場での補助資料投影の試写、１

８日は本会議で一般質問、１９日の本会議

では一般質問の後、付託案件の委員長報告、

採決の後、議会議案の審議となっておりま

す。 

 また、１９日の本会議終了後に開催いた

だく議会運営委員会は、次の第１回定例会

の審議日程の仮決定をお願いするもので

ございます。 

 以上が審議日程案でございます。 

 続きまして、２ページからの議事日程に

ついて説明申し上げます。 

 まず、１２月３日につきましては、日程

１が会期の決定、日程２が認定第１号から

認定第８号で、委員長報告を受けた後、討

論、採決でございます。 

 この８件を採決グループごとにまとめ

るように順序を並び替えて、備考欄に一括

起立採決あるいは一括簡易採決と記載い

たします。 

 先ほどの協議会での態度表明に基づき

整理しますと、認定第１号、認定第４号、

認定第７号及び認定第８号は一括起立採

決。認定第２号、認定第３号、認定第５号

及び認定第６号は一括簡易採決となりま

す。 

 日程３は、議案第６０号など１１件で、

提案理由の説明、質疑を受けた後、所管の

委員会に付託となります。 

 １２月１８日については、一般質問でご

ざいます。 

 １９日については、日程１、一般質問の

後、日程２、議案第６０号など委員会付託

案件の１１件を一括議題の上、委員長報告、

採決となります。 

 以上が議事日程でございます。 

 次の議案付託表につきましては、総務建

設、文教上下水道、民生の各常任委員会、

議会運営委員会及び駅前等再開発特別委

員会で審査いただく案件でございます。 

 最後の所管別分割表につきましては、議

案第６０号、令和７年度一般会計補正予算

（第４号）について、付託された委員会で

審査いただく内容でございます。 

 以上、事務局案の説明といたします。 

○村上英明委員長 ただいま事務局から

説明がありましたとおりでよろしいでし

ょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○村上英明委員長 そのように決定をい

たします。 

 次に協議事項についてであります。 

 内容につきましては、議会運営委員会の

行政視察についてであります。 

 本件につきましては、今年度は本委員会

の行政視察を見送りたいと思いますが、皆

さんよろしいでしょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○村上英明委員長 異議がないようです



- 11 - 

 

ので、そのように決定をいたします。 

 これで本委員会を閉会します。 

（午前１０時４７分 閉会） 
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